
　次の要件のすべてに該当する方が対象です。

　(1) 倶知安町の住民票を有している
　(2) 要介護認定で「要介護4」「要介護5」と 認定されている
　(3) 住民税が非課税である
　(4) 介護保険施設に入所していない

 ・1人につき、月額 6,250円を限度とする給付券を交付。

 ・トイレ関連用品
　（紙オムツ、紙パンツ、尿とりパット、介護用消臭剤、介護用使い捨て手袋）
　・スキンケア関連用品（清拭用品、ドライシャンプー）
　・口腔ケア関連用品
　（介護用口腔ケアブラシ、介護用口腔ケア綿棒、介護用保湿ジェル、
　　介護用口腔ケアウェットシート）
　・嚥下補助用品（トロミ剤）

　☆倶知安町内の店舗でご利用できます☆（R7現在）

・ツルハドラッグ駅前通店 ・株式会社あしすと
・ツルハドラッグ倶知安店
・ツルハドラッグ南倶知安店

※その他（配達対応可能）　
・ドラッグストアーさとう（余市町）

　　申請先・お問い合わせ先
　　　倶知安町地域包括支援センター
　　　〒044-0001 倶知安町北1条東3丁目
　　　電話：0136-23-0500  /メール：houkatsu@town.kutchan.lg.jp

　介護用品を買うための補助をしています。
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交付支給金額

支給対象となる介護用品
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